
薩摩川内市長　　　　　　　　　　様

住　　所

届 出 者 氏　　名

電話番号

景観法第１６条第１項（第２項）の規定により，次のとおり届け出ます。

地域ゾーン

様式第１号（第３条関係）

 電話番号

 氏名・事業所名

 電話番号

 住所・所在地

 氏名・事業所名工事施工者

薩摩川内市

着手予定日

完了予定日

行為の種類

 電話番号

 住所・所在地

代　理　者
（連絡者）

設　計　者

□建築物

□工作物

 住  所

 氏  名

変更する
行為の内容

　（工作物の場合は種類も記載してください。）

□土石等の採取 □木竹の伐採

□都市□田園□海洋

都市計画　□区域内　□区域外

用途地域（　　　　　　　　）

　　　年　　月　　日

□開発行為等

　　　年　　月　　日

□新築・新設　□増築　□改築　□色彩の変更

　　　　　　　第　　　　　号

行為の期間

(変更のみ記入)

行　為　地

景観計画区域内行為（変更）届出書

用途
（種類）

行為
区分

(所有者等)

年　　月　　日

　　　　　　　年　　月　　日

注　届出書は，太枠欄等を記入（□は該当箇所にレ印）し，必要図書を添付したものを
  ２部提出してください。

適合通知書

　この計画は，薩摩川内市ふるさと景観計画に適合すると認められるので通知します。

　　　　　　　　　　　   様

薩摩川内市長

法人その他の団体にあっては，そ
の名称，事務所又は事業所の所
在地及び代表者の氏名

印

「都市文化ゾーン」は川内地域の中心市街地周辺の都市計画用途地域
「田園文化ゾーン」は樋脇、入来、東郷、祁答院及び川内の田園区域
「海洋文化ゾーン」は川内地域の東シナ海沿岸地域及び甑島区域

都市計画区域内又は区域外の□にレを入れてください。

用途は、「専用住宅」、「共同住宅」、「店舗」、「事務所」、「遊戯施設」、「病院」、「工場」等となります。

また、工作物の場合は、建築基準法施行令第１３８条の規定により指定されている工作物の種類を記入して

ください。

【工作物の種類】

①煙突

②鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

③広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

④高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
⑤観光用のエレベーター、エスカレーター
⑥ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

⑦メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を

使用するもの
⑧鉱物、岩石、コンクリート、ガラス等の粉砕で原動機を使用するもの
⑨アスファルト、石油、ガス等を原料とする製造施設
⑩自動車車庫の用途に供する工作物

「届出書に添付する書類一覧」に記載してある図書及び各行為の「届出書」、「景観形成基準適合チェックリ
スト」を添えて２部提出してください。

代理者は、届出を提出される方になります。電話番号は必ず記入してください。

用途地域名を記入してください。用途地域指定がないときは「なし」と記入してください。


